

令和元年第6回

北栄町農業委員会総会議事録
令和元年第６回北栄町農業委員会総会
	開催年月日
	　令和元年6月10日（月）

	開催の場所
	　北栄町大栄農村環境改善センター

	開　　　会
	　午後2時

	出席委員
（２５名）

	１番
	池田　誠
	２番
	石井　通人
	３番
	前田　浩明

	
	４番
	谷口　廣志
	５番
	河原　廣美
	６番
	竹原　正純

	
	７番
	田熊　公男
	８番
	森本　壮一
	９番
	濵根　泰弘

	
	１０番
	実光　辰己
	１１番
	濱田三喜男
	１２番
	永田　恭彦

	
	１３番
	南場　英
	１４番
	前田　榮久
	１５番
	福光　康男

	
	１６番
	池本　博史
	１７番
	齋尾　直久
	１８番
	徳山　英晴

	
	１９番
	盛山　由紀子
	
	
	２１番
	濵坂　良男

	
	２２番
	一二三　満雄
	２３番
	井川　敏昭
	２４番
	山下　正美

	
	２５番
	杉川　一二美
	２６番
	濱田　登喜治
	
	   

	欠席委員等
	２０番　竹信　啓子  　
　          

	事務局
	局長
	下阪　啓二
	書　記
	　主幹　中口　一彦
　農地中間管理推進員　中西　宣之

	閉　　　会
	　午後3時30分


日　程

１　開会

２　会長あいさつ
３　議長開会宣言　　　　　　定足数の確認　

　
  ４　議事録署人の指名

　　　（２番　石井委員）（３番　前田職務代理）
５　議事

（１）農地法第５条の規定による許可申請書について（4件）　　　　　

（２）農地利用集積計画の決定について
　　　・利用権設定　
・農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画
６　協議事項

（１）農地法第３条の３第１項の規定による届出書について　

（２）賃貸借農地の解約について
（３）非農地判断した農地の地目変更登記手続について

（４）農業委員等公務災害共済への加入について
７　報告事項

（１）委員会報告

　　　　農地委員会
　　　　農政委員会

　　　　広報委員会　

（２）審議会等報告
８　連絡事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総会開催予定等

　　　・第７回総会 　 　令和元年７月１０日（水）午後１時３０分から

　　　　　　　　　　　　　　北栄町大栄農村環境改善センター　青年研修室
現地確認　　　令和元年７月９日（火）午後１時３０分事務局集合　

担当委員　池本委員、齋尾委員、徳山委員
　　　　　　　議案締切日　　令和元年６月２５日（火）

　９　その他　空き農地情報バンク登録申込書
　　

１０　閉会

【添付】　現地写真、資料

○事務局　第６回の総会を開催いたします。
　初めに、会長さんの御挨拶をいただきます。
○濵坂会長　そうしますと、改めまして、こんにちは。
　梅雨に入りそうでまだ山陰は入っておりませんけども、既にそんな状態かなというふうに思います。先ほどスイカの話がございましたが、既に出荷が始まっておりまして、７日でしたか、６日でしたか、福光委員さん、大阪は、キャンペーン、販売の。６日の日には福光西瓜協議会副会長を初め大阪本場で販売促進ということで、大々的にセレモニーをやっております。新聞にも出ていたかと思います。小学生が来てスイカ食べている。それから、７日には私たちもＯＢが何人かおりまして、自分の家でつくったものを集めて、協議会が行います一大キャンペーンなんですけども、北千里で行いますが、その横に展示して販売をするというようなことを一緒にあわせて行いました。それに出かけてきました。向かい側では福光委員さん初め、それから町長、それから新入職員といいますか、七、八名で一緒に売るというようなことで、とてもにぎやかな状況でございました。場所としては、北千里の阪急の駅をおりたところで、ちょうどこのぐらいの出口が、玄関口みたいになっておりまして、その両側にテントを構えて、列車のたびに人がどおっとおりてくるというようなことで、とてもにぎやかでございました。
　ただ、一番感じましたのは、おばあさんというか、高齢の奥さんといいますか、ひとりおりの方も多いんですけども、実は大根も持っていって売ったんですけども、小さい大根でいいと言われるんですね、私ひとりだと。同じ値段でも小さいのがいい。それから、ニコイチぐらいにして売る場合でも、１個でいいですというようなお客さんが結構あって、ひとり住まいの方が多いのかなと思ったり、感じたところであります。それから、スイカについては、試食したものについてはみんながおいしいおいしいということで大変喜んでいただいて、一つ玉あるいは段ボールごと、あるいはカットしたものを提げて帰っていかれておりました。とてもにぎやかでございましたので、そのことを報告いたします。
　それから、２７日に東京で会長大会ございましたけども、大会の後に東・中・西で分かれて国会議員に要請活動ということで参りました。中部の会長は参議院議員舞立先生、それから青木先生ということでお伺いし、東部は石破先生、西部は赤沢先生ということで要請活動をしました。その中で、舞立先生から、まだ法案としてはできてないんですけども、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案を現在考えておると。流れとしては、関係人口創出事業、ふるさとワーキングホリデー、子ども農山漁村交流プロジェクト、農泊みたいな形ですね、そのことはもう既にしてあります。それから、地域おこし協力隊の事業、それから、地域おこし企業人の事業ですね、農業だけではなくていろんな企業にもそういうことは行われております。それから、最近では地方創生移住支援事業というのが既になされています。その上に、今回もう一つ事業を組みたいということで、現在検討されているようです。
　それは何かといいますと、要は月に１０万から１５万ぐらいの支援、生活費の支援という形で出ておりますけれども、それではなかなか生活できないと。何とか工面をして、国といろんなところとタッグを組んで、もう１２万円上積みできないかというようなことを考えておられるようです。まだ法案としては通っておりませんけども、地方に人をふやすためにもうちょっと金を出そうというような話を、今進められているようですので、御紹介をして、本日の挨拶にかえたいと思います。以上です。
○事務局　そうしますと、会議規則第５条に会長が議長になるとなっておりますので、以後、会長に進行いただきます。
○濵坂議長　そうしますと、規則によりまして議長に就任させていただきます。
　本日の欠席でございますが、２０番、竹信委員から体調不良で欠席ということで報告を受けております。それから、齋尾委員につきましては遅刻、おくれて来るというふうに報告を受けております。以上でございます。よって、総会の成立を宣言いたします。
　早速でございますが、議事録署名人の指名をいたします。２番、石井委員、３番、前田職務代理にお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。
　５の議事に移ります。
　議事の１、農地法第５条の規定による許可申請書について、４件ございます。順次、御審議をいただきたいと思います。
　まず、１の１、説明がありますか。
○事務局　６ページの公図を見ていただきながら位置を示しますが、この２筆が今回の北条島の案件の申請地になります。
　この方は、７ページの事業計画書にもございますけれども、車の台数が非常に多いのと、あと、子供さんも車の取り扱いをされておるというようなことで、非常に狭い車庫に、玄関のほうに車を乗り入れたりしながら入れておられる状況だということだそうでございまして、この２筆を購入して、できれば４台、車を置くようにしたいということだそうでございます。周辺はＬ形擁壁をつくりまして、雨水等が流出しないようにするということでございます。大体客土は１メートル真砂土を入れて行うということだそうでございます。現状としては、手前が自宅になっておりまして、この前の細い道のところをずっと入ってきて、この前の倉庫、いろんなものが入っておりますけども、バイクなども入っておりますが、そこに入れるようにはしているんだけども非常に大変なので、今回２筆買って自宅の駐車場にするということだそうでございまして、現状としては水田のほうが低いので、斜めになっておりますが、客土をして同じ高さにするということだそうでございます。以上です。
○濵坂議長　続きまして、現地確認の報告をお願いしたいと思います。
○南場委員　７日の午後１時半より、局長、前田委員、永田委員と私とで４人で現地確認を行いました。
　先ほど言われたとおりで、現地確認の２ページの上の部分で、家の下、それから先のほうには家がありますが、車がいっぱい並んで、その車の駐車場ということで聞いております。そしてまた、ぐるりにＬ形の擁壁をする、そして流出のないようにするということで、何ら問題はないということであります。以上です。
○濵坂議長　ありがとうございます。
　説明なり、現地確認の報告がございました。
　皆さん方からの意見、あるいは質疑を受けたいと思います。いかがでしょうか。発言はございませんか。
（「はい」「なし」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、皆さん方から発言ないようでございます。議事１の１、申請のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、議事１の１、許可相当ということで進達をいたします。
　続きまして、議事１の２、説明がございますか。
○事務局　議事の１５ページをごらんいただきたいと思います。この丸がしてある２筆が今回の申請地に当たります。間に用悪水路がございますけれども、分筆をされまして町から払い下げを受けられて、それも含めて住宅を建てられるということでございます。ここの用悪水路ですけれども、もう使用はされておりません。右側のほうに田んぼがずっとあるんですけども、そちらの水路ともつながっていないということでございますし、あと、ここの雨水については、左側の用悪水路を通って、社会福祉協議会の裏を通って由良川のほうに流れていくという格好になってございます。北側は宅地というふうになっておりますけれども、こちらの社会福祉協議会の入り口にございます郵便局でございます。それから、南側のほうにつきましては、もう既に住宅が建っておるということでございまして、今回これを転用されて家を建てられるということでございます。以上です。
○濵坂議長　続きまして、現地確認の報告をお願いいたします。
○南場委員　先ほどのメンバーで現地確認をしてまいりました。２ページの下の段の図ですが、三方家が建って、前が道、それで後ろのほうに排水路、水の入る余地がありませんので、もうどうしてももとの田んぼというわけにはなりません。そうすることで、ここは何ら問題ないと確認してまいりました。以上です。
○濵坂議長　ありがとうございます。
　そうしますと、説明なり報告は終わりました。
　何か発言はございますか。
　ちょっと１点、聞いてもいいかな。１７ページの７に、周囲の農地に対する被害防除計画の中に、プレキャストＬ形擁壁とある、これはどんな感じのものですか。
○事務局　Ｌ形擁壁というのは、のり面になるところに埋めて、立ち上げをして、土砂を入れて設置をする、土地をつくるというものですね。
○濵坂議長　プレキャストはどういう意味かな。
○事務局　あらかじめつくってあるというもの。
○濵坂議長　ああ、そうですか。
○濵坂議長　わかりました。ありがとうございます。
　それから、先ほど、８番の建築費、設計費を含んで１，０１０円とありますけど、これは。
○事務局　１，０１０円でいいと思いますよ。
○濵坂議長　計算上は合っている。２，１３７万円と、ああ、借入金と自己資金と分けてあるか。そうですね。
○事務局　足らず前を出されたと。
○濵坂議長　借入金の足らないところを出したと。はい、結構です。
　皆さん方、何かございますか。
　特に異議発言はないようでございます。そうしますと、議事１の２、申請のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、議事１の２、申請のとおり許可相当ということで進達をさせていただきます。
　続きまして、議事１の３、説明がございますか。
○事務局　これは４も関係してきます。同じところで、同じ農地ではないんですけど隣同士の農地で、それぞれ２名の方が太陽光発電施設を設置されるものであります。３のほうですけれども、この方は倉吉の方でありまして、この１筆を転用されます。事業計画書はごらんいただきたいと思いますし、被害防除計画書もごらんいただきたいと思いますけど、太陽光発電施設の設置に関するガイドラインどおりに地元自治会、隣接者等への説明をされておりまして、その報告が３２ページにございます。そのときの説明会の内容としては３３ページ、それから、３４ページが出席者の氏名、それ以降はそのときの説明資料がついておりますし、あと、同意書等もついてございます。一応、地元自治会の会長さんに説明会を開催するようにされるよう話をさせてもらいましたけど、伺いますと、役員会で協議をされたようです、どうするかということで。ただ、自治会の全戸を集めてする必要はないではないかということで、近隣の方に集まっていただいて、もちろん役員さんも来ておられましたけども、特に問題もなく、了解をされたということで申請書を提出されております。以上です。
○濵坂議長　そうしますと、現地確認の報告をお願いいたします。
○南場委員　同じメンバーで見てまいりましたので、３ページの下の図の同じ場所であります。周辺は何もつくってありませんので、もう荒れて草地が延びております。そして、同意としてはその周辺の畑所有者、それから、右のほうには民家がありますが、その辺の方々との話、そして役員さんとで了解したということで、問題はないと思います。以上です。
○濵坂議長　ありがとうございます。
　そうしますと、議事１の３でございますが、説明なり報告が終わりました。
　そのほかにはございませんか。大谷の委員さん、特にございませんか。いいですか。
○濱田（登）委員　場所的にはもう、まともに耕作できない場所なわけでして。まあ、同意がとってあるなら問題ないではないか。
○事務局　ここの新座川という川がありますけど、その川のところまでは土地改良事業も何もしていないので、もう耕作されない状況になっておるので、ちょっと自分ちの食い分をつくっておられたという雰囲気はありますけど、基本的に水がないので、今はもう耕作できるような場所ではありません。
○濵坂議長　よろしいですか、発言はございませんか。
　そうしますと、特に問題ありというような発言はございません。議事１の３、申請のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、議事１の３、申請のとおり許可相当ということで進達をいたします。
　続きまして、議事１の４、同じ内容だと思いますが、改めて説明はございますか。
○事務局　場所としましては、４７ページをごらんいただきますとおわかりになると思います。今、審査をいただいたものの西側と南側といえばいいでしょうか、丸がついているところになります。ぱっと見わからないんですけど、上のほうに保安林というのがありまして、これがずっと続いておるところであります。以上です。
○濵坂議長　続きまして、現地確認の報告をお願いします。
○南場委員　先ほどと同じような状態でございまして、同じメンバーで確認しましたが、状況としては同じことで、許可してもよろしいではないかと思います。以上です。
○濵坂議長　ありがとうございます。
　そうしますと、皆さん方からの発言を求めたいと思います。いかがでしょうか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、発言はございません。議事１の４、申請のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、議事（１）の４につきましても、申請のとおり許可相当ということで進達をいたします。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　続きまして、議事の２、農地利用集積計画の決定についてに移ります。
　何か説明はございますか。
○事務局　説明はございません。
○濵坂議長　説明はないようでございます。
　そうしますと、案件の中の１５番に永田委員関連案件がございますので、これ以外のものにつきまして、まず、審議をいただきたいと思います。
　何か発言はございますか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）
　発言はないようですが、利用計画に特に問題ないというふうに思いますが、計画のとおり決定してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、１５以外のものにつきましては、とりあえず計画のとおり決定といたします。
　続きまして、１５番、永田委員につきましては除斥扱いで審議を願いたいと思います。
　何か発言はございますか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）
　発言がございません。１５番の案件につきまして、計画のとおり決定してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、１５につきましても、計画のとおり決定といたします。
　以上で議事は終了いたします。
　続きまして、６の協議事項。１、農地法第３条の３第１項の規定による届け出書について、３件ございます。一括協議を願いたいと思います。
　説明はありますか。
○事務局　資料ですけど、どこで逆になったかちょっと私もわからないんですが、２ページの分が多分６ページの次に本来、来ないといけんものだろうと思います。農業委員会へのあっせん希望があるということで、申出書をつけておられます。江北の外河原というところです。
○中西中間管理推進員　江北の小河原団地の近くなんですけど、以前も出されたんですけど、ちょっと面積のこともあってなかなか買いたいというか、場所的なものがありますし。
○事務局　以上です。
○濵坂議長　そうしますと、皆さん方の発言を求めたいと思います。いかがでしょうか。
　発言がないようでございます。
　そうしますと、協議事項の１、３件ございますが、一括受理してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、協議事項の１、届けのとおり、一括受理をいたします。
　続きまして、協議事項の２、賃貸借農地の解約について、９件ございます。これも一括協議を願いたいと思います。
　説明はありますか。
○事務局　よく話が上がってきますけども、●●さんとかの耕作状況等の話なんですが、この状況を見とって、もっと有効に農地を使われる方のほうがいいのではないかというのと、あとは、●●さんの名前もありましたけど、●●さんの規模拡大、こちらのほうにつなげていくのがいいではないかということがありまして、中西中間管理推進員さんのほうから話をしてもらって、今借りているところを解約してもらって●●さんが中間管理事業を通して借りるということで進めておりまして、その合意解約が出てございます。
○中西中間管理推進員　濵根委員さんが。
○事務局　失礼しました。濵根委員さんのほうで大分動いていただいたということだそうでございます。以上です。
○濵坂議長　そのほかには何かございませんか。
　そうしますと、協議事項の２、申し出のとおり、９件一括受理してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、協議事項の２、９件一括受理をいたします。
　続きまして、協議事項の３、非農地判断した農地の地目変更登記手続についてでございます。
　説明願います。
（一部略）
　そうしますと、これから取りかかる事務的な流れを説明し、問い合わせがあったときには、この流れ等について説明をいただきたいということの協議事項でございます。確認をお願いしたいと思います。
　次へ行ってよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　協議事項の４、農業委員等公務災害共済への加入についてでございます。
　説明をお願いします。
（一部略）
○濵坂議長　そうしますと、協議事項は以上でございます。
　７番、報告事項に移りますが、最初に委員会報告ですけども、先ほど農委懇談会の中であらかた報告をいただきました。それに加えて何かあるということであれば報告いただいて結構ですが、いかがでしょうか。
○竹原委員　では、ちょっと。
○濵坂議長　はい。
○竹原委員　竹信委員が欠席だと、体調不良だと聞きましてちょっとぴんときたんですけども、５月の上旬、中旬からこの間まで農家民泊を４組、竹信委員さんも私も４組受けたんですが、毎週１組ずつ、確かにきつかったです。特に田植えだとかいろいろ農作業が重なりまして、えらかったんですけど。特に主婦の場合は料理関係、食事を用意して食べさせるというのが結構な負担になっていまして、家族プラスということですから人数がどおっと広がって、その疲れかなとも勝手に想像したりしたんですが、できるだけ泊められる方がふえればその負担が減りますので、改めてまた皆さん方も御検討いただければと、ということです。
○濵坂議長　一応委員会とは別に。
○竹原委員　別に。
○濵坂議長　池田委員さん、麦の収穫をされたということですが、その辺の状況について何か発言があれば。
○池田委員　まだライスセンターのほうからの収量の結果は出ません。それから、刈り取りは済んだわけですけども、ちょっと草というか、ライ麦が混入していましたので、ライ麦の抜き穂にちょっと手間がかかったというのが現状です。収量的には、下手な田んぼよりはよかったのではないかなと思っています。やっぱり麦は排水のいいところを好みますので、田んぼはやっぱり、さっきも言ったように下手な田んぼよりはよかったと思います。以上です。
○濵坂議長　また結果が出ましたら、機会を捉えて報告いただければと思います。よろしくお願いします。
○池田委員　はい、報告させてもらいます。
○濵坂議長　各委員会、よろしいですか。
　続きまして、審議会等の報告でございますが、ございますか。
　はい、どうぞ。
○徳山委員　１８番です。アグリフォーラム実行委員会の第１回目が６月５日にありました。自分、徳山と濵根委員さんと２人で出ました。１回目ということで顔合わせが主ということで、まだ役員も次回以降になりますし、内容のほうも、また次回以降本格的協議があるということです。次の実行委員会は７月にするということが決まっているぐらいです。以上です。
○濵坂議長　ありがとうございます。頑張っていただきたいと思います。
　そのほかにはございませんか。
○盛山委員　済みません、人権のほうのをさせてもらっているんですけど、ちょうど農政委員会と重なってしまって欠席はしたんですけど、ことしも人権フェスティバルであるとか、それからわかりやすい人権の講演会があるので、ぜひ参加していただきたい。１回目はもう既に終わりましたけど、また、チラシ等を気にかけて出席していただいたらなと思います。
○濵坂議長　ということでございます。また、日程が決まればお知らせいただきたいと思います。
○盛山委員　また日にちが近いときにでも総会で言います。
○濵坂議長　そのほかございませんか。
　ないようでございます。
　続きまして、８の連絡事項。一括して説明を願います。
○事務局　まず、一般経過報告でございますけども、先月末に会長さんが全国農業委員会会長大会に出席されております。それから、当面の予定になりますけれども、６月２１日に結婚支援員情報交換会というのがありまして、広域連合が現在婚活事業を持っておりまして、そちらに中部農業委員会協議会のほうで要望をしたものですから、結婚支援員ということで案内が来ておりまして、会長さんのほうにも通知が行っておると思います。そちらのほうに出席は、ちょっとされるかされないかわかりませんけども、会合があります。
　それから、７月３日でございますけども、第２回のアグリフォーラムの実行委員会がございまして、濵根委員さん、徳山委員さんが出席されます。
　それから、７月２５日ですけれども、北栄、大山、琴浦の３町認定農業者協議会の交流会というのがございまして、こちらのほうに会長さんのほうに御案内が出ておるようでございます。
　それと、印刷しておりますけども、８回、９回の青年農業者研修会というふうになってございますけど、９月１１日に、９月１０日から変更したんですけど、その回答が先生からまだ来ておりませんで、ちょっと電話してみようと思っております。とりあえずは、案内をあした発送するつもりではおりますけれども、電話をしまして連絡がつき次第ということにさせていただこうかなと。案内に対する出欠の報告を月末にしまして、文書を出したいなと思っておるところでありまして、また７月の総会のときには回答のあったところにつきましては改めて皆さんで手分けをしていただいて、参加について話をしていただければなと思っておるところであります。
　続きまして、その他に参ります。
　空き農地情報バンク登録申込書が出ております。京都市の方でございまして、由良宿の戸崎というところで、ちょうど３区の公民館のところになりますが、無償でいいよというようなことで出されております。一番角のところということになります。
　それと、資料のほうをごらんいただきますと、農業法人の設立・経営力向上支援事業に係る法人設立支援助成金の交付要綱の制定についてということで、農業会議から通知が来ておりまして、法人を設立された場合に助成金を出しますよといったようなことでございます。必要な経費等につきましては、詳しくは書いてないんですが、第４のほうに書いてございますので、参考にいただきたいなと思います。個人でも法人化される場合もふえてきておりますので、そういう方がありましたら、農業会議からの助成金もあるよということを話していただきたいと思いますし、その後の経営についても、会計でしたかね、それについても支援するというのがございますので、知っといていただければなというふうに思いましてつけさせていただいたところであります。以上です。
○濵坂議長　連絡事項は以上でございますが、皆さん方から何か確認等ございましたら発言いただきたいと思います。いかがですか。
　ないようでございます。
　全体通してはいかがでしょうか。
　はい、どうぞ。
○竹原委員　農地委員会のほうで実施されてきた農家へのアンケートとか、そういったものをちょっと配っていただければと思うんですが、次回でも。下北条地区でも検討を進めようかと。そうすると、今やられていることが結果が出る出ない関係なしに、自分たちがそれを参考にして何かやってみる材料にしたというふうに思っておりますので、資料のほう、それを使ってやってみたいと思います。
○事務局　はい。
○河原委員　農地委員さん以外で結構です。
○谷口委員　北条もことし考えているんですけどね、どこか対象に。それは別で。
○竹原委員　いや、もしそれが決まるようであればそちらにしてもいいです。集落をどこにするかとか、畑か山か水田かとか、結構あるものですから。
○谷口委員　できたら、例えば北条のほうだったらその地区の委員さんがうちでしてくれというところがあれば、そこはちょっと優先的にやりたいなと。
○竹原委員　話し合いをしなくちゃだめです。確認させてもらって。とりあえずものがあれば。
○谷口委員　はい。
○濵坂議長　そうしますと、農地委員会以外の委員さんには改めてアンケートの様式をお配りしたいと思います。参考にして、また活動を進めていただきたいと思います。
　そのほかございませんか。
　ないようでございますので、本日の総会は以上で終了いたします。それぞれ委員会があるところは委員会を行っていただきたいと思います。以上です。
　　　議長（会長）
　　 議事録署名委員（２番）
　　　議事録署名委員（３番）
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